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２０２１年度九州修学旅行視察助成制度実施要綱 

                ２０２１年４月１日 

                         一般社団法人九州観光推進機構 

（通則） 

第１条 九州修学旅行視察助成金（以下「助成金」という。）の交付については、一般社

団法人九州観光推進機構（以下「当機構」という。）会計規程及び福岡県補助金等交付

規則（昭和３３年３月１日福岡県規則第５号）の定めによるほか、この要綱の定めると

ころによる。 

（目的） 

第２条 この助成金は、第３条に規定する助成対象者が行う九州の修学旅行の視察に要す

る費用の内、当機構が必要と認めるものについて助成を行い九州の修学旅行プログラム

を実際に視察する機会を促進することで、九州への修学旅行方面決定を訴求する機会と 

なることを目的とする。 

（助成対象） 

第３条 助成対象は、下記のとおりとする。 

（１） 学校関係者（九州外に所在する学校に限る。）が、九州への修学旅行を新たに 

行う事を検討するために必要な視察 

＊行程確定後の下見として行う視察は除く。 

＊学校関係者は年間１校当たり２名までの参加とする。 

また、必要に応じて旅行会社社員も１名まで同行可能とする。 

（２） 当機構会員旅行会社（以下旅行会社とする。）修学旅行担当者が九州方面を提案

するために必要な視察 

（助成条件） 

第４条 この助成金の交付条件は、次のとおりとする。 

（１） 原則として視察中に当機構担当者との意見交換・名刺交換の機会を設定する事 

（２） 視察終了後、所定の様式（様式第６号）に定める報告書を参加者全員が提出する

事 

（３） 視察終了後、旅行方面が決定した際に、所定の様式に定める報告書（様式第９号）

を提出する事 

（助成額） 

第５条 助成額上限は下記に定める通りとし、予算上限に達した時点で申請を締め切るも

のとする。   

区分 助成対象 上限額 

学校関係者 

＊1校あたり1年度に

つき2名まで 

交通費（九州内交通費含む。）＊注１ 

宿泊料 ＊注２ 

現地施設体験料・入館料  

1人あたり 

上限30,000円 

旅行会社 

＊1支店1回1名まで 

交通費（九州内交通費含む。）＊注１ 

宿泊料 ＊注２ 

現地施設体験料・入館料  

1人あたり 

上限30,000円 
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  ＊注１ 最寄りの新幹線駅及び空港から九州までの交通費及び九州内で移動に必要な 

交通費を対象とする。 

（交通費はパック旅行等、低廉な方法を利用する。グリーン車等利用不可。） 

＊注２ 宿泊料は助成上限を8,700円とする。飲食費に対して助成は行わない。 

パック旅行の場合は当機構規程により助成額を算定する。  

（助成金申請） 

第６条 申請者は、助成金の交付を受けようとするときは、原則として視察実施の１４日

前までに助成金交付申請書（様式第１号）を当機構に提出しなければならない。 

 なお、旅行会社からの代理申請も可能とする。 

（交付の決定及び通知） 

第７条 前条の規定による助成金の交付申請について、当機構が交付することが適当と認

める場合は、助成金交付決定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

２ 当機構は、助成金の交付決定に当たり、必要な条件を付すことができる。 

（視察の変更・中止） 

第８条 助成金の交付の決定を受けた者（以下「助成事業者」という。）は、当該交付決

定を受けた事業（以下「助成事業」という。）の内容を変更または中止しようとすると

きは、助成金交付決定内容変更承認申請書（様式第３号）を当機構に提出し、当機構の

承認を得なければならない。ただし、次に定める軽微な内容の変更の場合は、この限り

ではない。 

２ 前項にいう軽微な変更とは、以下の場合をいう。 

・視察場所の変更・追加などに伴い、視察経費の内訳（体験料・入館料など）が変更にな

っても事前に申請した助成金額が変わらない場合 

・視察の行程などが変更となり、視察経費の内訳（交通費・宿泊費など）が変更になって

も事前に申請した助成金額が変わらない場合 

（交付決定の取り消し） 

第９条 当機構は、助成金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により

 特別の必要が生じたときは、助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は

 その決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。 

（実績報告） 

第１０条 申請者は、助成事業終了日の翌日から起算して１４日以内に下記の書類を提出

しなければならない。 

（１） 実績報告書（様式第５号） 

（２） 視察報告書（様式第６号） ＊参加者全員より提出を行うこと。 

（３） 視察の最終行程表 

（４） 助成対象となる経費の領収書等、申請者の支払いが証明できる資料 

（助成金の額の確定） 

第１１条 当機構会長は、前条の実績報告の内容が交付決定の内容及び助成条件に適合す

ると認めたときは、助成金の額を確定し、助成金額確定通知書（様式第７号）により申

請者に通知するものとする。 
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（助成金の請求） 

第１２条 申請者は、助成金の支払いを受けようとするときは、助成金請求書（様式第８

号）を提出しなければならない。 

（助成金の支払） 

第１３条 当機構は、前条の実績報告が適当と認められるときは、助成金の額を決定し助

成金を交付する。 

 

（書類の保存） 

第１４条 申請者は、補助事業の実施に関する会計書類を、事業完了の日の属する年度の

翌年度から５年間、保存しなければならない。 

（その他） 

第１５条 この要綱に定めのない事項について疑義が生じたときは、申請者と機構が協議

して定めるものとする。 

 附 則 この要綱の適用期間は２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日までとす

る。 


